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の
で
ほ
な

5

か

ら

市

：營

で

サ

な

S

が
、
其
經
營
に
對
す
る
览
餐
權
を
有
し
て
っ
た
と
云
ふ
に
過
ぎ
ぬ
の
で
特
に 

市
營
な
る
文
字
を
當
嵌
る
事
は
愛
當
で
な
い
？
-

へ

：

一
 

>

元
來
ラ
イ
プ
チ
ヒ
市
の
配
達
夫
は
一
っ
の
組
合
の
形
態

(
D
e
r

 z
g
f
t

 

d
e
r 

B
o
t
e
n
m
u
f
e
r
)

を
以
て
團
給
レ
て
居
つ
た
が
、
素
々
波 

等
が
彼
等
の
自S

意
志
を
以
て
镇
っ
た
組
合
で
ぁ
る
か
ら"
何
等
國
家
乃
至
は
自
治
體
の
統
制
を
受
け
て
居
ら
す
、
從
っ
て
其
經
營
上 

幾
多
の
無
秩
序
無
統
制
を
暴
露
し
、

一

般
刺
用
紫
に
迷
盛
を
及
ば
す
事
が
多
か
っ
た0
で
、
，，l

k
九0

年
ラ
イ
プ
チ
じ
市
含
は
こ
れ
が 

管

理

權

を

確

立

し

た

。
，
：

ラ
イ
プ
チ
ヒ
市
の
管
理
法
に
依
る
と
、
市
會
に
よ
つ
て
配
達
人
夫
の

.元
，
#
と
な
る
べ
き
人
夫
頭.(B

o
t
e
n
m
e
i
s
t
e
r
)

を
任
命
し
、
遞

1

送

事

務

所(
p
o
s
t
k
o
n
t
o
r
)

を
設
置
せ
し
め
て
集
配
事
務
を
司
ら
し
め
る
事
に
定
め
ら
れ
た
？

,

初
代
の
ボ
ー
チ
ン
マ
ィ
ネ
夕I
に
任
命
せ
ら
れ
た
者"は
マ
ル
チ
ン
‘：
ラ
‘シ

ゲ(
M
a
r
t
i
n

 ..Lange).

で
次
代
の
マ
ィ
ス
夕1
た
り
し
ガ 

ル

え

の

就

任

當

時

に

於

て

も

諧

制

度

は

完

備

せ

す

、
；：

失
：頭
の
：命
令
：，の
徹
底
に
か

.不
充
分
な
る
黯
が
ぁ
つ
た
。
；

J
市
0
監
督
の
‘下
に
此
敏
合
を
置
一
い
た
事
は
、
.自
由
組
合
の
下
に
於
七
ぱ
常
に
播
ガ
を
る
：監
督
者
を
欠
き
た
：る
爲
の
‘欠
陷
を
補

は
ん
と 

す
る
の
主
詩
で
ギ
つ
て
、
市
一
れ
播
が
を
以

V

取
赚
る
瓶
：に
は
配
達
ま
の
'職
務
遂
行
⑥
ー
ク

：S

ぞ

は

餘

ゎ

に

無

規

雜

に

流

れ

；
ヤ

居

つ

.：
た

。

即 

^

を
取
れ
ば
、
荒
天
の
際
に
は
凰
々
配
狀
を
忌
避
し

、
' 又
惡
路
の
徒
行
を
担
み
、
自
己
の
勞
力
を
惜
み
て
途
中
遇
會
の
仙
の
幸
便
に

0

我
に
.委
託
す
.る
が
如
き
事
實
.が
あ
つ
た
で
然
も
其
牧
納
ず
る
賃
銀
，は
決
し

V

i

で
な
く
、
又
廣
タ
で.あ
：0
た
で
，：

f

六
0
八
年
郵
便k

を
建
て
、
ボ
は
フ
ラ
ン"ツ
：
"'
ノ
イ
ず
’ゲ
"(s

a
n
z

 peiligke
)
：；：

を
し
：て
其
の
長
と
が
し
、。0

1

月"
g
l
k
：

に
は
配 

達
夫
取
綺
令(B

o
t
e
n
o
r
d
n
u
n
g
)

を
發
布
し
た
o
hこ
の
取
®
令
の
形
式
は
獨
.逸
：に
於
け
る
飛
脚
制
虔
研
究
上
重
要
な
る
類
型
を
示
す
も 

の
.で
、
後
段
記
述
：ず
る
賞
銀
段
借
と
共
に
比
較
肺
究
の
.好
.資
料
で
系
る
>
v
ン

ン

，
リ
ツ
：
ゎ

. 

■

.
"
本

令

に

ょ

つ

て

’

市
會
は
先
づ
旧
規
の.配
達
夫
の
人
數
を11:1

十
名
、
.袖
助
員
ポ
名
i
警

敕

定：

し
、

一
般
委
託
者
に
：對
し
で
は
配
建
人 

は
全
實
住
を
貪
ひ
其
配
達£

さ
し
む
力
其
i

人
求
の
':行
酌
を
監
f

、
，
叉
他
の
同
似
業
と
識
別
ず
る
爲
に
.特
殊
の
制
襟
を
着
サ
し 

め
、
勤
務
中
の
み
な
ら
す
家
庭
に
ま
る
時
も
常
に
着
用
せ
し
み
た
。

..又
市
は
他
の
.業
者
：の

右

ボ

ン

と

同

機

：のi
め
を
：着
く
る
事
を
禁 

じ
V
、败
し
た
る
も
の‘に
對
し
て
は
罰
金
の.̂刑ir：}

課
.
U
た

。

こ

れ

：ぱ

ポ

時

の

.

召
集M

備
え
；う
致
常
に
其
任
務
を
：自
覺
せ.し

め

：る

と

共

；
に

身 

分
か
明
に
す
る
、の
目
的
と
模
做
を
防
ぐ
を
目
时
ど
じ
.て
.居
を
‘o
:
/
\ 

.

成
に
#

游
屬
關
係
に
於
て
は
、
配
達
失
は
酣
達
人
失
頭
に
從
屬
じ
，
其
勤
務
の
：際
は
、
出
發
時
劉
及
行
先
を
配
®
^
:
頭
た
於
て
記
暢 

し
、
時
間
を
不
間
、
頭
み
命
令

一

下
直
ち

‘
に
酸
足
す
る0

義
務
が
あ
お
、
勿
論
反
令
に
對
し
，て
は
數
日
の
禁
鍋

f

以.

て
罰
せ
ら
る
る
。

.

'
J
V

イ
プ
-チ
ヒ
市
辦
組
命
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1

ス
ィ
ズ
ゃV

市
.郵
組
合
史
- 

5
.
1
7 

2
.

八
冗
ニ> 

, 

'
さ
て
賞
銀
&
算
定
は
，如
何
な.る
方
法
に
.依
つ
た
.か
、
.當
時
の
.賞
銀
は
距
離
計
算
で
ザ
：ク
セ.ン
邦
內
は
'

1.

哩
に
つ
：き11

グ
：

&

シ
エ
ン
’ 
‘ 

邦

外I
哩
に
つ
ま
！

一

グ
は
シH

シ
、
：‘晝
税
連
行
の
場
合
に
は

H1

グ
ロ
シ
チ
ン
と
公
定
せ
ら
れ
た
。

(

5
0
1
1
ロ6
£
6
1
^
氏
に
依
る)

0
尙
宿
泊
の 

耍
あ
る
時
は1

日
に
つ
き
ニ
グa

シH

ン
六
ぺ1!

じ
を
附
給
す
る
。

，郵

便

觀

し

て

，配
建
夫
着
す
る
や
切
の
書
狀
を
配
建
夫
頭
に
提
出
し
、
發
信
同
樣
着
信
も
頭
に
於
て
記
帳
す
る
と
同
時
に
頭
は 

こ
れ
を
役
所
の
外
壁
に
受
信
す
べ
き
人
名
を
到
着
時
刻
と
共
に
掲
示
し
て
受
取
人

0

來

つ

：
て

請

取

‘

る
の
を
俟
つ
事
に
な
つ
て

5

る
。
受 

取
人
が
自
己
の
名
を
發
見
し
請
取
る
に
際
し
て
は
、
人

失

頭

へ

一

ぺ
-
!じ
‘(

書
狀
^
託̂
す
る
時
ネ
1
ぺ
.一
一
じ)

手
數
と
し
て
支
拂
ふ
、 

こ
れ
は
人
夫
頭
が
收
納
す
る
播
利
が
あ
る
。
郝
便
物
到
着
後
二
時
間
以
內
に
受
取
人
が
來
な
場
合
に
は
受
取
人
の
宅
べ
使
’丁

 

(
B
0
-

 

けen
k
n
e
c
h
t
>

を
し
て
屆
け
じ
め
る
、

マ
ル
テ
ル
氏

(
M
a
r
t
e
n
)
：

に
依
れ
.ぱ
受
取
人
は
書
狀！

通
三
ぺ
一
一
ヒ
、
數
通
取
纏
の
場
合
は
三
十 

分

の一

封
虔
押
置
に
ろ
ぎ
.！
ベ
 

ー！
じ
を
支
掷
ふ
事
に
な
つ
て
居
つ
た
め
で
あ
る
。
：
：

レ
，：/ 

；
: 

'
 

- 

右
の
.受
取
人
が
宅
で
受
取
る
時
に
支
拂
ふ
、
所
謂
到
着
拂
屈
賞
は
十
九
世
紀
中
葉
迄
呼
稱
の
殘
ク
た
所
謂

「

手
紙
ニ一

片」
(
B
l
i
e
f
d
v

 

r
e
i
e
r
)

な
る
名
稱
の
起
り
で
、
.手

紙

1

通
の
貧
銀
の1

般
的
通
念
と
な
：つ
た
と
共
に
三
，へ
ュ
ヒ
.の
貨
幣
慎
値
を
想
起
す
る
標
準
と
な
つ 

^
 

' 

-
- 

.

配
達
夫
の
勞
働
時
間
ほ
夏
はV
.朝
五
時
ょ
'り
城
門
の
.閉I

：
時
刻
ま
で
、.冬
は
城
門
の
開
門
ょ
り
閉
門
ま
で
役
所
.に
詰
め
る
義
務
を
有 

し
、
，配
達
夫
假
に
全
員
出
拂
ふ
時
に
も
少
な
く
と
も
使
丁
ま
.は
居
一
も
様
に
、
依
て
利
用
者
の
不
便
を
避
け
る
樣
に
定
め
ら
れ
た
。

'

然
し
な
が
ら
、
右
の
如
き
規
模
の
制
度
を
樹
立
し
て
も
、
こ
れ
と
併
箱
す
る
制
虔
が
あ
：つ
て
は
結
局
は
其
經
營
を
困
難
な
ら
し
む
ろ 

虞
れ
が
.あ
る
の
で
、
右
の
命
令
は
同
時
に
併
存
す
る
私
便

(Beiboten) 

M

B

し
て
公
吏
た
る
配
達
夫
の
，生
活
を
脅
さ
ざ
る
樣
に
規 

定
し
た
。

.

.

當
時
の
慣
習
に
依
れ
ば
右
の
規
定
貧
銀
の
他
に
、
利
用
者
よ
り
酒
手
を
受
镇
す
る
場
合
が
少
れ
く
な

s

o
又
市
と
し
て
も
多
少
の
酒 

手
を
受
領
し
て
哩
數
の

「

ォ
マ
ヶJ

を
附
す
る
如
き
事
は
默
認
し
て
居
っ
た
が
、

こ
の
事
も
段
々
弊

§
1

を
伴
ひ
、
^

手
を
取
む
事
の
.少 

な
き
利
用
者
に
對
す
る
サI
ピ
ス
.の
悪
化
等
に
よ
る
綱
紀
棄
亂
の
弊
を
改
む
る
爲
に
市
當
局
は
こ
の
慣
習
の
合
理
化
方
法
と
し
て
、
先 

.づ
其
分
配
の
公
平
を
期
す
る
爲

に
.！

方
法
を
設
け
た
0
:即
ち
常
に
利
用
す
る
®
客
た
る
商
店
又
は
個
人
の
宅
へ
每
ギ
新
年
頭
に
挨
接 

に
.赴
か
レ
め
、.
幾
分
の
喜
拾
を
乞
ひ
、

(

其
金
は
配
達
夫
：に
よ
っ
て
開

r
f

せ
ら
れ
ざ
る
.樣
閉
餘
せ
ら
れ
て
あ'るy

集
つ
た
金
は
人
失頭
に
 

於
て
’分
配
す
る
。
即
ち
全
額
の
六
分
の

一

を
人
夫
頭
に
、
他
の
六
分
の
！

 

！を
配
建
失
：に
分
け
.、
殘
六
分
の
三
は
配
達
夫
の
病
氣
及
療
埃 

の
敕
肋
及
び
救
貧.0
.場
合
の
積
立
て
ら
ル
た
る
基
金

i

繰
入
れ
ら
る
る
0
其
基
金
は
罰
金
牧
入‘及
各
配
激
夫一

日
に
づ
き
.

一

ベ

！

I

ヒ
苑 

支
出
じ
て
積
な
て
て
居
る
も
の
か
ら
成
立
：つ

て

た0

.

.次
に
右
め
法
律
的
規
定
の
下
に
蓮
用
は
如
何
な
.る
i

を
通
じ
た
か
と
云
ふ
に
.、t

の
組
合
の
統
制
は
ニ
名
，の
市
參
事
會
員
こ
れ
に 

當
り
、
.
每1

ニ
ケ
月
毎
に
事
務C

報
告
と
、
隨
時
發
生
の
問®
の
，解
決
の
爲
に
人
夫
.頭
は
監
督
者
た
る
事
舍
員
の
許
に
’集

ゎ

て！

切
の 

裁
決
を
仰
ぐ
と
云
ふ
形.で
あ
っ
た
。

右
の
法
令
は
其
成
文
頗
る
効
银
的
で
、
後

に

1

六
七
四
年
三
月
の
ラ
ィ
プ
チ
ヒ
市
戯
者
規
則

(
D
i
e

 

K
u
t
c
h
e
r
o
r
d
n
u
n
g
y

も
本
法
に 

則
っ
立
案
せ
ら
れ
た
位
で
あ
る
？

前
に
も
述Y

た
如
く
本
法
は
獨
逸
の
郵
便
史
の
軍
耍
な
る.

一

方
に
：於
け
る
基
礎
法
令
で
あ
り
、
又
本
法
發
布
と
同
時
に
配
達
夫
，集 

圓
住
宅
を
作 <：> 
た
事
も
今
0
の
獨
逸
遞
信
従
業
員
集.團
往
宅
，の
，素
地
に
な
っ
て
居
る
。

.ラ
ィ
プ
チ
ヒ
市
の
：絲
制
下
に
置
か
れ
た
組
合
が
、
か
、
る
規
則
の
卞
に
正
規
的
の
發
建
を
遂
げ
っ

V
あ
る
，

I

方
、
前
に
，

SD

說
い
ら
ザ

 

ク¥:

ン
邀
舉
侯
の
宫
營
郵
便
が
衰
退
し
、

4
^

や
宫
營
の
郵
便..に.代
る
も
の
な
く
、
叉
さ
り
と
て
宮
廷
郵
便
は
當
國
の
货
政
組
織
上
か
ら
、

:ラ
。
ィ

K

チ
ヒ
レ
ポ
跟

i

合
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s
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c
r
<
f
?
f
2
D
，

認
め
；

d.
れ

を

利

用

ザ

だ

o
;
:
盡

，

.iS

選

事

廣

ョ

バ

.
ン

ゲ

オ

ル

低

は

>
ぃ
こ
ぺ
の
跟
命
の
,

便

が

<

&
理

的

輕

營

に

’
ょ

ウ

て

比

辣
 

觀

金

■

も

不

捕

正

#

に
.

i
S

ポ

ー

を

點

お

繁

m

賞

認

お

し

、
、一

¥

六1.

ざ1

年一

一
巧
以
來
の
ラ
イ
プ
チ
ヒ
市
配
達
ん.-夫

l
I
l
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、

め
タ

バ

他

營

合

邵

脱

が

黎
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